
財 税 第 3 7 8 号

令和８年１月 28 日

関係法人各位

静岡県財務部税務課長

個人県民税の寄附金税額控除に係る寄附者名簿の提出等について(依頼)

日頃から、本県の税務行政に御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、貴法人が個人県民税の寄附金税額控除制度※の対象となる寄附金を受領した

場合には、お手数ですが、下記事項について御留意の上、各寄附者への対応及び県内

市町への寄附者名簿の提出について御協力いただきますようお願いします。

また、制度の詳細につきましては、県ホームページ（下記４参照）に掲載しており

ますので、御確認ください。

※ 個人県民税の寄附金税額控除制度とは…

寄附者が確定申告を行うことで、寄附した金額の一定割合が、個人県民税から

控除される制度です。

記

１ 対象となる寄附金について

静岡県内に主たる事務所を有する公益法人、学校法人、社会福祉法人、認定特定

非営利活動法人等に対する寄附金、かつ、当該法人の主たる目的である業務に関連

する事業に充当される寄附金が対象となります。

(注１)個人からの寄附金に限ります。（法人からの寄附金は対象外です。）

(注２)学校法人の場合は、特定公益増進法人等の証明を受けていることが必要となります。

２ 寄附者への対応について

当該寄附金控除制度の御案内と寄附金受領書（証明書）※の交付をお願いします。

※既に受領書等を発行している場合は、改めて交付する必要はありません。

３ 寄附者名簿について

(1) 寄附者名簿は、市町ごとに作成の上、毎年３月 15 日までに該当市町に送付し

てください。（該当する県内市町のみで結構です。）

※県外に主たる事務所を有する法人を除き、県に名簿を提出する必要はありません。

(2) 寄附者名簿に載せる対象者は、令和７年１月１日から令和７年 12 月 31 日まで

に受領した寄附金の寄附者です。

※令和８年１月１日以降の寄附金についての名簿は、令和９年３月 15 日までに該当市町へ

提出していただくことになります。



４ 県ホームページについて

アドレス：https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/zei/

kenzeigaiyou/1002336/1002341/index.html

（または「静岡県 条例指定寄附金」で検索してください。）

５ 来年以降の対応について

大変申し訳ございませんが、来年以降は、本通知の代わりに、県ホームページで

の御案内となります。

寄附者への対応及び県内市町への寄附者名簿の提出について、引き続き、御理解

と御協力をいただきますようお願いします。

担 当 企画管理班 藤井

電話番号 054-221-2974


